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研究要旨

わが国の口腔保健について今後求められる指標に関し統計学的な観点から検討を行った.現在

健康日本 21(第 2 次)「歯科」の 10 項目の目標値について 2022 年度に向けて達成途中にある。検

証のために歯科疾患実態調査や国民健康・栄養調査が用いられているが,目標値は公表値からさ

らに計算する必要があるので, 目標値の設定の際に, どのようにその値を算出するかの手続きを

定め公表することが必要となる. 一般論としてこれらの調査は国勢調査の単位区からの多段階層

別サンプリングとなるが, 回収率が低ければバイアスの影響が大きくなることが懸念される. 
口腔指標と寿命や健康については, エビデンスが報告されている. 口腔指標として「歯周病」

が本質的であるが, 今後, より口腔脆弱性, 口腔機能の維持という観点からの指標が重要になっ

てくると考えられる.機能という観点から国際生活機能分類(ICF)の分類は指標を考えるうえで役

に立つと思われる.今後, 高齢者の健康を考えた場合, 物理的な健康だけではなく,社会的な健康,
精神学的な健康についても考える必要があり, その場合 ICFの概念は指標作成に役立つと考える. 

A. 研究目的

現在わが国は「未来投資戦略 2018」

(2018 年閣議決定)に従って,「Society5.0」
[データ駆動型社会]への変革が進められてい

る.また科学技術に焦点を当てた「統合イノ

ベーション戦略 2019」(2019 年 6 月 21 日閣

議決定)が進んでいる. いずれも今後の日本

の未来のための設計図であるが, 共通して

「データ」を基にした「エビデンスベース」

に立脚した考え方である. 一方「健康・医療

戦略」(2014 年閣議決定,2017 年 2 月 17 日

一部変更)では,同様の考え方が健康・医療を

ベースに展開されている. ここでは特に「デ

ータヘルス計画の中で歯科保健の取組を推

進するとともに, 歯科保健サービスの実施に

よる生活習慣病への効果を検証する. その結

果を踏まえて, 更なる歯科保健サービスの充

実など, 歯科保健対策の充実を図る」,「企

業・健康保険組合の健康投資を評価し, また, 

健康増進に係る取組を企業間・健康保険組

合間で比較可能とするための指標を構築し, 
データヘルス計画とも連携し, 企業・健康保

険組合による指標の活用を促進する」のよ

うに, 診療報酬請求データ(レセプトデータ)
に 基づくビッグデータ分析を行うことで実

現する健康づくり(データヘルス)を推進する

ことが謳われている. 
歯科に関しては , 健康日本 21( 第 2

次)(2013 年から 10 年間の計画であり, その

基本となる方針や理念, 具体的な目標(10 項

目)は, 健康増進法第 7 条に基づき厚生労働

大臣が定める)の中で, 下記のように定めら

れている(左列は策提示のベースライン, 右
側は目標値). 

① 口腔機能の維持・向上(60歳代におけ

る咀嚼良好者の割合の増加)
73.4%(2009年:平成21年)-> 80%(20
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22年:平成34年,令和4年) 
② 歯の喪失防止

ア 80歳で20歯以上の自分の歯を有す

る者の割合の増加

25.0%(2005年) -> 50%(2022年) 
イ 60歳で24歯以上の自分の歯を有す

る者の割合の増加

60.2%(2005年) -> 70.0%(2022年) 
ウ 40歳で喪失歯のない者の割合の増

加

54.1%(2005年) -> 75.0%(2022年) 
③ 歯周病を有する者の割合の減少

ア 20歳代における歯肉に炎症所見を

有する者の割合の減少

31.7%(2005年) -> 25%(2022年) 
イ 40歳代における進行した歯周炎を

有する者の割合の減少

37.3%(2005年 )-> 25%(2022年) 
ウ 60歳代における進行した歯周炎を

有する者の割合の減少

54.7%(2005年) -> 45%(2022年) 
④ 乳幼児・学齢期のう蝕のない者の増加

ア 3歳児でう蝕がない者の割合が80
％以上である都道府県の増加

6都道府県(2009年) -> 23都道府県(20
22年) 

イ 12歳児の一人平均う歯数が1.0歯
未満である都道府県の増加

7都道府県(2011年) -> 28都道府県(20
22年) 

⑤ 過去1年間に歯科検診を受診した者の

割合の増加

34.1%(2011年) -> 65%(2022年) 
https://www.nibiohn.go.jp/eiken/kenkounip
pon21/kenkounippon21/mokuhyou05.html 

本研究では, この目標値に関し 直近の値

の review と, 今後どのような指標が求めら

れるかについて検討する. 

B. 研究方法

(1) 行政,大学等研究機関の公開情報から健

康日本21(第2次)「歯科」の達成状況を

明らかにする(review). 

(2) 健康との関連性

PUBMEDを用いて「歯科」の指標と健

康との関連をreviewする(2000年以降)
Key wordを下記のように設定する.

①寿命, 健康寿命との関連 ("longevity"
[ti] OR "life expectancy"[ti]), ("healt
hy longevity"[ti] OR "healthy life ex
pectancy"[ti])

②各種疾患(悪性新生物, 心疾患, 肺炎,
脳血管疾患, 認知症)

i) 悪性新生物   ("cancer"[ti] OR
"carcinoma"[ti]) 
ii) 心疾患    ("heart disease"

[ti] OR " heart failure "[ti]) 
iii)肺炎 pneumonia ("pneumonia[t

i]) 
iv) 脳血管疾患     ("Cerebrovascul

ar disease"[ti] OR "stroke"[ti])  
v) 認知症  ("dementia"[ti])

と

("tooth"[ti] OR "teeth"[ti]), ("number"
[ab] OR "loss"[ab]),2000:2020[dp] 

③口腔指標と寿命, 健康寿命との関連

("oral*"[ti]),("longevity"[ti] OR "life
expectancy"[ti]),("healthy longevity"
[ti] OR "healthy life expectancy"[t
i])

(3) 統計学的枠組みからの検討

①各調査サンプルと母集団の年齢分布

の比較

②サンプリングデザイン

③指標の推定

（倫理面への配慮）

本研究は筑波大学医学医療系倫理委員会の
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承認（承認日：令和元年 12 月 17 日、承認

番号：1446）を得て実施した。 
 
 

 
 
 

 
C. 研究成果 
(1)健康日本 21(第 2 次)「歯科」の達成状況 

 
表 1 健康日本 21 第 2 次分析評価事業 別表第 5(6)歯・口腔の健康 1) 

 
① 口腔機能の維持・向上(60歳代における

咀嚼良好者の割合の増加)  
目標値 (2022年)            80% 

 
 

 

 

図 1. 国民健康・栄養調査(2019 年 平成 29 年: 
生活習慣調査票 問 8)2) 

 

 
 
 

図 1－1. 咀嚼良好者の割合(60 歳代)3) 
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② 歯の喪失防止 
・厚生労働省「歯科疾患実態調査」にお

いて, 記載内容を集計したもの 
 

 
 
図2. 歯科疾患実態調査(2016年)「調査の概

要」4) 
 
ア 80 歳で 20 歯以上の自分の歯を有する者

の割合の増加  
目標値 (2022年) 50% 
歯科疾患実態調査(2016年) 51.2% 
歯科疾患実態調査結果の概要5) 表17.  

20 本以上の歯を有する者の割合の年次推移  
 75 歳～79 歳        N=319 56.1% 

80 歳～84 歳        N=224 44.2% 
80 歳   (319*56.1%+224*44.2%)

/(319+224)=51.2%として算出 
人数は,歯科疾患実態調査結果の概要 表 2
より. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3．80 歳で 20 歯以上の自分の歯を有す

る者の割合(75～84 歳) 3) 

 
イ 60 歳で 24 歯以上の自分の歯を有する者

の割合の増加  

目標値 (2022 年)     70% 
歯科疾患実態調査(2016 年)74.4% 

歯科疾患実態調査表 III-5-1 1 人

平均現在歯数、無歯顎者・現在歯

20 本以上の者・現在歯 24 本以上

の者・喪失歯を持つ者（人数・割

合） 
55 歳～59 歳       N=254 80.7% 
60 歳～64 歳       N=351 69.8% 
80 歳             

(254*80.7+351*69.8)/(254+351)=
74.4%として算出 

 
人数は,歯科疾患実態調査結果の概要 表2よ
り. 

 

 
 

図 4. 60 歳で 24 歯以上の自分の歯を有す

る者の割合(55～64 歳) 3) 

 
ウ 40 歳で喪失歯のない者の割合の増加 

目標値 (2022年) 75.0% 
歯科疾患実態調査(2016年) 73.4% 

 
35 歳～39 歳 79.5%(喪失歯所有者率 20.5%)
(2016 年歯科疾患実態調査) 
40 歳～44 歳  68.9%(喪失歯所有者率 31.1%)
(2016 年歯科疾患実態調査) 
40 歳 90*79.5%+254*68.9%)/(190+254)=73.
4% 
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人数は,歯科疾患実態調査結果の概要 表 2
より. 

図 5. 40 歳で喪失歯のない者の割合(35～44
歳) 3) 
③ 歯周病を有する者の割合の減少 
ア 20 歳代における歯肉に炎症所見を有

する者の割合の減少 

 目標値 (2022年) 25% 
国民健康・栄養調査(2018 年)21.4% 
国民健康・栄養調査(平成30年: 生活習

慣調査票 問9) 

 

 

図6. 国民健康・栄養調査(平成30年: 生活

習慣調査票 問9) 2) 

 
 

 
表 2 歯肉の炎症の有無

上記の表より 21.2%を確認した. 
平成 30 年度 国民健康・栄養調査 第 3 部生活習慣調査の結果 6) 

 
 

17



 
 
図 7. 歯肉に炎症所見を有する者の割合(20

歳代) 3) 
(公開されているページには 2018 年の 21.1％
の記載はない) 

 
イ 40 歳代における進行した歯周炎を有す

る者の割合の減少 
 目標値 (2022年) 25% 
歯科疾患実態調査(2016年)44.7% 

 

 
図 8．歯肉に炎症所見を有する者の割合(40 歳

代) 3) 
 

 

ウ 60 歳代における進行した歯周炎を有する

者の割合の減少 

目標値 (2022 年) 45% 
歯科疾患実態調査(2016年)62.0% 

 

 

図 9．歯肉に炎症所見を有する者の割合(60
歳代) 3) 

 
④ 乳幼児・学齢期のう蝕のない者の増加 
ア 3歳児でう蝕がない者の割合が80％以上

である都道府県の増加 
目標値 (2022年)           23都道府県 
3歳児歯科健康診査(2017年) 40都道府県 

 

 
図10. 3歳児でう蝕がない者の割合が80％以

上である都道府県3) 

 
イ 12歳児の一人平均う歯数が1.0歯未満で

ある都道府県の増加 
  目標値 (2022年) 28都道府県 
文部科学省「学校保健統計調査」(2018
年) 31都道府県7) 
より1.0歯未満である都道府県をカウント

(31都道府県) 
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図11. 12歳児の一人平均う歯数が1.0歯未満

である都道府県3) 

 
⑤ 過去1年間に歯科検診を受診した者の割合

の増加 
34.1%(2011年) -> 65%(2022年) 
52.9%(2018年国民健康・栄養調査) 

 
 
図12. 過去1年間に歯科検診を受信した者の

割合3) 
歯科疾患実態調査(2018 年)の調査対象者の年

齢分布 

 
 
 

表 3. 被調査者数(口腔診査受信有無・年齢階級・性別) 5) 

 

 
(2) 口腔指標と健康との関連性 

①寿命, 健康寿命との関連 ("longevity"
[ti] OR "life expectancy"[ti])  
 検索 words 

("longevity"[ti] OR "life expectanc
y"[ti]) AND ("tooth"[ti] OR "teeth
"[ti]) AND ("number"[ab] OR "los
s"[ab]) AND 2000:2020[dp] NOT 
"longevity of"[ti] 

3件検索された.life expectancyと同義語

であるlongevityを用いた研究は, review
の下記の1件であった. 

 
図13. longevityを用いた研究のreview 
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コホートで100歳まで生きた人々は, 

若いメンバーよりも無歯症の率が低か

った. 口腔の健康と終末期に向けての

罹患率の低下の関連あり(口腔疾患や非

伝染性疾患に関連する要因が歯の喪失

のリスクを高め、多因子相互作用の結

果として寿命が短くなる) 
・老化した人間の歯数(the number of
 teeth)が寿命と平均余命に影響を与 
える可能性がある 
・歯の喪失(tooth loss)は寿命の短縮の

予測因子となる 
という報告がある. 
 

("healthy longevity"[ti] OR "healt
hy life expectancy"[ti]) AND ("too
th"[ti] OR "teeth"[ti]) AND ("umb
er"[ab] OR "loss"[ab]) AND 2000:
2020[dp] NOT "longevity of"[ti] 
検索件数0件であった. 

 
②各種疾患(悪性新生物, 心疾患, 肺炎, 
脳血管疾患, 認知症) 
  i) 悪性新生物      ("cancer"[ti] OR 
"carcinoma"[ti]) 

 ("cancer"[ti] OR "carcinoma"[ti])
 AND ("tooth"[ti] OR "teeth"[ti]) 
AND ("number"[ab] OR "loss"[a
b]) AND 2000:2020[dp] 

39件検索された. 
歯周病(Periodontal disease),歯数(歯

周病の代理指標), 歯の喪失(tooth loss)
は, 大腸がん(colorectal cancer),消化器

がん(gastrointestinal cancer), 肝がん(l
ive cancer),などの各種悪性新生物との

関連の報告がある   
 
  ii) 心疾患         ("heart disease"[t
i] OR " heart failure "[ti])  

("heart disease"[ti] OR " hear

t failure "[ti]) AND ("tooth"[t
i] OR "teeth"[ti]) AND ("num
ber"[ab] OR "loss"[ab]) AND 
2000:2020[dp] 

12件検索された.「歯の喪失」と「心疾

患」に関する報告がある. 
  

iii)肺炎 pneumonia ("pneumonia"[t
i]) 

"pneumonia"[ti] AND ("tooth"
[ti] OR "teeth"[ti]) AND ("nu
mber"[ab] OR "loss"[ab]) AND
 2000:2020[dp] 

3件検索された.「歯の喪失」と「肺

炎」との関連性に関する報告がある. 
 
  iv) 脳血管疾患      ("Cerebrovascul
ar disease"[ti] OR "stroke"[ti])  

("Cerebrovascular disease"[ti] O
R "stroke"[ti])  AND ("tooth"[ti]
 OR "teeth"[ti]) AND ("number"
[ab] OR "loss"[ab]) AND 2000:2
020[dp] 

3件検索された.「歯の喪失」と「脳血

管疾患」との関連が報告されている. 
  v) 認知症  ("dementia"[ti]) 

("dementia"[ti]) AND ("tooth"[ti]
 OR "teeth"[ti]) AND ("number"
[ab] OR "loss"[ab]) AND 2000:2
020[dp] 

19件検索された.「歯の喪失」と「認

知症」との関連が報告されている. 
 

③ 口腔指標と寿命, 健康寿命 
("Oral*"[ti] AND "Oral function"[AB]) AN
D ("longevity"[ti] OR "life expectancy"[ti] 
OR "healthy longevity"[ti] OR "healthy li
fe expectancy"[ti])19 件検出された. 

下記の review1 件検索された 
 

“Oral health for achieving longevity
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”, Watanabe Y, Okada K, Kondo 
M, Matsushita T, Nakazawa S, Yam
azaki Y8). 
 

最近の研究では、「歯数」に加えて「口腔

機能」の維持,増強が健康に関連している.(口
腔脆弱性(oral frailty)の概念が最近導入され

た). 
 

(3) 統計学的枠組みからの検討 
①各調査サンプルと母集団の年齢分布の

比較 
 健康日本21(第2次)「歯科」で用いら

れている目標10項目について,  
・国民栄養・健康調査 
・歯科疾患実態調査 
・3歳児歯科健康診査 
・学校保健統計調査 
から数値が用いられている.ここではメ

インとして用いられている国民栄養・健

康調査と歯科疾患実態調査を用いる. 

  
 
 
 

表4. 歯科疾患実態調査(平成28年, 2016年)と推計人口(2016年)における年齢割合 

 
N：回答数, A:年齢階級の人口割合, B：年齢階級の人口割合(20歳以上10歳階級)  
C:年齢階級別推計人口, D:5歳以上全推計人口に占める年齢階級の人口割合, E: 5歳以上全

推計人口に占める年齢階級の人口割合(20歳以上10歳階級) 
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表5. 国民健康・栄養調査(生活習慣調査, 平成30年, 2018年)と推計人口(2018年)における年

齢割合 

 
F：回答数, G:年齢階級の人口割合(20歳以上10歳階級)  
C:年齢階級別推計人口, D:20歳以上全推計人口に占める年齢階級の人口割合, E: 5歳以上全

推計人口に占める年齢階級の人口割合(10歳階級) 
 
 
 

歯科疾患実態調査において, 推計人口の年

齢分布と有意に異なり(χ2 検定 p<0.0001), 4
ポイント以上乖離がある年齢階級は, 20～29
歳 4.2%( 推 計 人 口 :10.3 ％ ),60-69 歳 
23.1%(15.2%), 70-79 歳 18.9%(11.5%)でとな

った. 歯科疾患実態調査では, 20歳代の人口割

合が人口推計値よりも小さく, 60 歳代以上で

人口推計値よりも大きい. 
 
国民健康・栄養調査においても, 推計人口

の 年 齢 分 布と 有意 に異 な り ( χ 2 検定

p<0.0001), 20～29歳 8.0%(推計人口:12.1%)で, 
特に 20 歳代の人口割合が人口推計値よりも小

さい. 
 

② サンプリングデザイン 
国勢調査の調査区(約 104 万地区)を用いて, 

国民生活基礎調査のサンプル(大調査 5,530 地

区, 約 27 万 7 千世帯及び世帯員約 68 万 8 千

人(健康票)、簡易調査約 1,106 単位区内の世

帯約 6 万世帯 及び世帯員約 14 万 6 千人)が
得られる(大調査では 1単位区 50.1世帯, 124.4
人(1 世帯あたり 2.48 人), 簡易調査では 1 単位

区 54.2 世帯, 132.0 人(1 世帯あたり 2.43 人)). 
その調査区からの層化無作為抽出によって国

民健康・栄養調査のサンプル(300 単位区内の

世帯(約 6,000 世帯)及び世帯員(調査年 11 月 1
日現在で満 1 歳以上の者、約 18,000 人))が得

られる.その中から歯科疾患実態調査のサンプ

ルが抽出される(150 地区内の満 1 歳以上の世

帯員). すなわち歯科疾患実態調査は国民健康

・栄養調査のデザインを借りた形でのサンプ

リングデザインになっている. 
調査区では, 全国 N=104 万地区に対し, 国
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民健康・栄養調査は N=300 地区なので, 抽出

率は日本全体の 0.029%, 歯科疾患実体調査は

N=150 地区なので 0.014%となる.1 調査区は

おおむね 50 世帯を含むように設定されている

ので, 1 世帯->2.45 人と仮定すると,104 万地区

->104 万×50×2.45=1 億 2 千 700 万人となり, 
300調査区, 150調査区ではそれぞれ36800人, 
18400 人のサンプルサイズが設計されている. 

然るに,国民健康・栄養調査 N=6554(20 歳

以上)で, 歯科疾患実態調査では N=3820(5 歳

以上は N=3696)は , それぞれ推計人口の

0.0063%, 0.0030%,なっている(年齢階級によ

る制限はあるものの , 設計されたサイズの

1/5~1/6 程度) 
 
③指標の推定 
 公表されている数字から目標値に合わせた

値に編集するために, 集計データを用いて年

齢階層に関する重みつき平均などを用いて算

出した.図表からある一定以上の値の県をカウ

ントするために, 図の中である特徴をもつヒ

ストグラムのバーの数をカウントするなどの

作業が必要であった. 
 
D. 考察 

(1)健康日本 21「歯科」の達成状況につい

て 
現在の健康日本 21（第二次）「歯科」の

2022 年度の目標値 10 項目について, 現在前

倒しで目標を達成しているのは, 下記の 5 項

目であった. 
②歯の喪失防止 
ア 80 歳で 20 歯以上の自分の歯を有する

者の割合の増加, 51.2%(目標値 50%) 
イ 60 歳で 24 歯以上の自分の歯を有する

者の割合の増加  74.4%(70%) 
③歯周病を有する者の割合の減少 
ア 20 歳代における歯肉に炎症所見を有

する者の割合の減少 21.4%(25%) 
④乳幼児・学齢期のう蝕のない者の増加 
ア 3 歳児でう蝕がない者の割合が 80％以

上である都道府県の増加 40 (23) 都道府県 
イ 12 歳児の一人平均う歯数が 1.0 歯未満

である都道府県の増加   31 (28) 都道府県 
着々と, 目標達成に向けて努力されている

と考えられる.  
注意すべきは①の口腔機能の維持・向上

(60 歳代における咀嚼良好者の割合の増加)の
ように, 目標値から離れていくような状況も

存在している点である.  
 
目標値の検証のための方法の観点から, 現

在の健康日本 21（第二次）「歯科」10 項目は

4 つの調査から推定する必要があった.複数の

調査を用いなければ目標値を推定することが

できない等目標値の推定方法都が必ずしも明

確となっていない点については, 目標値の設

定の考え方や算出方法等をより具体的に分か

りやすく示すことが求められる. 
 
(2)サンプルの代表性について 
目標値の検証のためのサンプルは, 調査区

で考えた場合、国民健康・栄養調査は N=300
地区なので, 抽出率は日本全体の 0.029%, 歯
科疾患実体調査は N=150 地区なので 0.014%
となる. 人数で考えた場合はこの 1/5～1/6 と

なっている点について,年齢階級の制限による

ものは考えられるものの, その他の理由とし

て回収率などもその要因と考えられる. 回収

率については公式な値を見つけることができ

なかったが, 回収率が低くなるとバイアスの

影響が大きくなることも考慮して抽出率等を

検討する必要がある. 
歯科疾患実態調査においては、人口推定の

年齢分布との乖離の状況も十分に勘案し、い

かにしてサンプルの代表性を確保していくか

が課題といえる. 
 
(3)目標値の検証手続きの設定 
目標値に対応する推定値のいくつかは, 公

表値から計算して求める必要があった. この

点は無用な混乱を招く恐れがあると考える.目
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標値を設定する段階で, どのようにこの値を

検証するのかの手続きを明示することが求め

られる. 
 
(4)今後の口腔指標について 
論文の review を見ると, 口腔指標として

「歯周病」が本質的で, 「歯数」(「歯の喪

失」)は「歯周病」の代理指標として, 寿命や

各種疾患に関連する重要な指標であることが

わかる. 今後, 口腔脆弱性(oral frailty)の概念

とともに, 各種の口腔機能の維持という観点

からの指標が重要になってくると考えられる. 
 
(5) 国際生活機能分類(ICF)の観点から 
国際生活機能分類(ICF)は健康状態を生活

機能(「心身機能, 構造」と「活動と参加」)で
あらわし, その規定要因として「環境因子」

「個人因子」をとらえる「生活機能モデル」

を基にしている. このモデルは,その個人の人

体の部分的な物理的欠損に関わる「身体構造

(S 項目: Body Structures)」, 人体機能の物的

な機能停止に関わる「心身機能(B 項目:Body 
Functions)」, およびその個人の社会との関

わりがどの程度制限を受けているのかという

という「活動制限と参加制約(D 項目: Activity 
limitations and Participation Restrictions」,
そしてどのような条件があれば「社会との関

わる」を達成できるかといいう「環境因子(E
項目：Environmental Factors)」からなる , 
いわば「生活実現化モデル」であり, 単に障

害を記述することを超えて, さまざまな専門

分野や異なった立場の人々の間の「共通理解

のためのツール」となっている. そしてこの

モデルと細かく設定された ICF 項目を用いて, 
「個人の生活状況」,「生活を支えるための必

要な支援」を記述することができるようにな

り, これにより社会統計として国別比較など

のより広い分野でその利用が期待されている. 
ICF の観点から「口腔機能」を見た場合, 

下記のような分類がある. 
①身体構造(S 項目) 

s3 音声と発話に関わる構造 
s320 口の構造 
s3200 歯 
s32000 乳歯 
s32001 永久歯 
s32008 その他の特定の、歯 
s32009 詳細不明の、歯 
s3201 歯肉 
s3202 口蓋の構造 
s32020 硬口蓋 
s32021 軟口蓋 
s3203 舌 
s3204 口唇の構造 
s32040 上唇 
s32041 下唇 
 
②心身機能(B 項目) 
b5 消化器系・代謝系・内分泌系の機能  
b510 摂食機能 
b5101 咬断 
b5102 臼磨 
b5103 口中での食物の処理 
b5105 嚥下 
b5104 唾液分泌 
 
③活動と参加(D 項目) 
d5 セルフケア 
d550 食べること 
d5500 食べることの必要性の意思表

示 
d5501 食べることの適切な遂行 
d5508 その他の特定の、食べること 
d5509 詳細不明の、食べること 
   ここでは食べたいという欲求がある

かどうかを想定している 
 
④環境因子(E 項目) 
e1 製品と用具  
e115 日常生活における個人用の生

産品と用具 
e1150 日常生活における個人用の一
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般的な生産品と用具 
     ここでは義歯やインプラントを想定

している. 
   
高齢者の健康を考えた場合, 物理的な健康

だけではなく,社会的な健康,精神学的な健康に

ついても考える必要があり, その場合 ICF の

概念は指標作成に役立つと考える. 
 

E. 結論 
わが国の口腔保健について今後求められる

指標に関し統計学的な観点から検討を行った.
現在健康日本 21(第 2 次)「歯科」の 10 項目の

目標値について 2022年度に向けて達成途中に

ある.検証のために歯科疾患実体調査や国民健

康・栄養調査が用いられているが,目標値は公

表値からさらに計算する必要があるので, 目
標値の設定の際に, どのようにその値を算出

するかの手続きを定め公表することが必要と

なる. 一般論としてこれらの調査は国勢調査

の単位区からの多段階層別サンプリングとな

るが, 回収率が低ければバイアスの影響が大

きくなることが懸念される. 
口腔指標と寿命や健康については, エビデ

ンスが報告されている. 口腔指標として「歯

周病」が本質的であるが, 今後, より口腔脆弱

性, 口腔機能の維持という観点からの指標が

重要になってくると考えられる.機能という観

点から国際生活機能分類(ICF)の分類は指標を

考えるうえで役に立つと思われる.今後, 高齢

者の健康を考えた場合, 物理的な健康だけで

はなく,社会的な健康,精神学的な健康について

も考える必要があり, その場合 ICF の概念は

指標作成に役立つと考える. 
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参考 
 
歯科疾患実態調査(2016 年度) 表 4) 

 
調査の目的 
わが国の歯科保健状況を把握し, 歯科口腔保

健の推進に関する基本的事項及び健康日本

21(第二次)において設定した目標の評価等, 
今後の歯科保健医療対策を推進するための

基礎資料を得ることを目的とする.  
調査対象 
全国を対象として, 平成 28 年国民健康・栄

養調査において設定される地区(平成 22 年国

勢調査の調査区から層化無作為抽出した全

国計 475 地区)からさらに抽出した 150 地区

内の満 1 歳以上の世帯員を調査客体とする. 
ただし, 熊本地震の影響により, 熊本県の全

域を除く.  
 
調査の実施 
調査票記入要領の定めるところにより, 次の

事項を調査票に記入した.  
(1) 被調査者本人が記入する事項(各質問

に対して該当する選択肢に○を記入する. 低
年齢児等については本人に口頭で質問し調

査員又は保護者等が記入する) 
(2) 調査員が被調査者に質問して記入す

る事項(低年齢児等については保護者等に質

問し記入する) 
(3) 調査員が被調査者の口腔内診査を実

施して, その結果を記入する事項 
 
調査の実施にあたっては次の点に留意した.  

(1) 診査に用いる器具等は清潔に取り扱

い, 特に繰り返し使用する器具は消毒を行う.  
(2) 診査にあたっては, 一時的な混雑で

性急に診査がされることのないよう注意す

る.  
(3) 混合歯列においては, 永久歯と乳歯

を同時に診査することになるので, 注意深く

診査し, 間違いなく記録を行う.  
(4) 歯に付着物が存在し診査が困難と考

えられる時は, 歯の清掃をするなどしたうえ

で診査する. また, 義歯装着者については, 
義歯を外してから口腔内診査を行う.  
(5) 可撤性補綴物の鉤歯や隣接歯に発生

したう蝕は, 見落としやすいので注意するこ

と. また, これらの場合は, 補綴物を離脱さ

せて残根の有無など, 十分に注意して診査す

る.  
(6) インプラントは, 見落としやすいの

で問診を併せて行うなど, 十分に注意して診

査する.  
 
主な調査項目 
(1) 性別 
(2) 生年 
(3) 歯や口の状態 
(4) 歯をみがく頻度 
(5) 歯や口の清掃状況 
(6) フッ化物応用の経験の有無 
(7) 顎関節の異常 
(8) 歯の状況 
(9) 補綴の状況 
(10) 歯肉の状況 
(11) 歯列・咬合の状況 
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歯科疾患実態調査票(2016 年度)4) 
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国民健康・栄養調査(2018 年:平成 30 年)9) 

調査対象 
調査年の国民生活基礎調査(直近は 2018 年

が公表されている)において設定された単位

区から, 層化無作為抽出した 300 単位区内

の世帯(約 6,000 世帯)及び世帯員(調査年 11
月 1 日現在で満 1 歳以上の者, 約 18,000
人).  
生活習慣調査票に「歯の健康等」に関する

生活習慣全般が含まれている 
 

 
参考 生活習慣調査票(平成 30 年)9) 
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参考 生活習慣調査票(平成 29 年)10)
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